
 

令和 8年年度採用 太子町会計年度任用職員 募集要項 

 

１ 募集職種、必要資格等 

 

２ 申込方法・受付期間 

 

３ 選考方法・選考結果 

 

４ 任用期間  

 

 

職  種 臨時現場監督調査員 

人  員 1 名 

資格要件 

下記のいずれかに該当する人。 

①大学又は大学院で考古学を専攻した人 

②博物館学芸員資格を有する人 

③兵庫県内の遺跡で埋蔵文化財調査や研究に従事した経験を持つ人 

＊ 地方公務員法第 16 条（欠格事項）各号のいずれかに該当する人は、受験できません。 

 ⑴ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

 ⑵ 太子町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者 

⑶ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

職務内容 沖代地区の確認調査の調査計画策定及び現場監理 

勤務場所 文化財調査事務所 

申 込 先 
太子町教育委員会 社会教育課 文化財係（℡ 079-277-5100） 

〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤 1310-1（太子町立歴史資料館内） 

申込方法 

市販の履歴書に写真を貼って提出してください。 

※ 職種を履歴書の上部余白に赤文字で明記してください。 

※ 複数の職種を希望する場合は、優先順位を各履歴書に記入してください。 

受付期間 

令和 8年 5月 7日（木）～ 

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（ただし、土・日は除きます）  

※ 郵送可 

選考方法 
個別面接により行います。 

※ 内定者は、健康診断書により健康状態が確認でき次第、正式に採用を決定します。 

選考結果 選考日後、10 日頃までに受験者全員に個人通知予定。 

任用期間 

採用日から令和 9年 3月 31 日まで（予定） 

※ 任用開始後 1か月間は、条件付採用期間（有給）とし、著しく公務の能率が低下

する場合は、任用を打ち切る場合があります。 

※ 任用は原則 1年ごとですが、翌年度も再度本職が設置された場合において、勤務

成績を基に再度任用される場合があります。また、必要に応じて一般公募を行うこ

とがありますが、再度の受験により任用された場合は継続勤務をすることが可能で

あり、通算年数に係る上限等はありません。 



 

５ 報酬・勤務時間等（町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の定めによる） 

＊ 時間給（日額）及び期末・勤勉手当は、令和 8年 4月時点の予定で給与改正により変動する場合あり。 

 

７ 服務関係 

 

時間給 

（日額の場合あり） 

1,250 円～1,290 円（前歴等により決定します） 

※ 令和 9年度に再度任用された場合は昇給があります 

期末手当 なし 

勤勉手当 なし 

その他手当 町条例等の定めにより別途支給される場合があります。 

勤務時間 
月曜日から金曜日の役場開庁日のうち週 15 時間勤務（休憩 60 分） 

※ 時間外勤務については、勤務時間の振替にて対応。 

休  暇 年次休暇：令和 8年度 22.5 時間  特別休暇：忌引休暇 等 

保  険 非常勤職員公務災害補償保険加入 

交通費等 
自宅から勤務場所までの距離が 2km 以上の場合、町規定に基づき交通費を支給。な

お、自動車通勤は、駐車場の規模を考慮し 3km 以上の場合のみ可としています。 

適用規定 

地方公務員法（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜

行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等）が適用

され、かつ、懲戒処分等の対象となることがあります。また、営利企業への従事等

（副業）の制限は適用除外となりますが、職務専念義務との兼ね合いから、本業務

への影響がない程度での従事を原則とします。 


